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各課の業務 

第３ 福祉課 

１ 心身障害児（者）福祉の状況 

（１） 心身障害児（者）の現状 

令和 7年 3月 31日現在の管内 12 市町村における身体障害児（者）数（身体障害者手帳

交付数）は、6,469人で甲府市を除く県内の身体障害児（者）の 26.5％となっている。 

障害種別では、肢体不自由が 2,914 人で全体の 45.0％を占めており、以下心臓機能障害

1,148 人（17.7％）、聴覚障害676人（10.4％）、腎臓機能障害658人（10.2%）、視覚障害488

人（7.5％）の順となっている。 年齢別では、18 歳未満が 83人（1.3％）、18 歳～64 歳が 

1,497 人（23.1％）、65 歳以上が 4,889 人（75.6％）となっている。 

また、知的障害児（者）数（療育手帳交付数）は 1,579 人(重・中軽度合計)で、県内の 

知的障害児（者）の 21.4％の割合になっている。障害程度では、重度（Ａ）者が 686人

（43.4％）、中軽度（Ｂ）者が 893人（56.6％）となっている。 

 
（２） 在宅福祉施策 

在宅の心身障害児（者）には、特別障害者手当等の支給、在宅重度心身障害者が行う居 

室整備への補助、自動車燃料費や介助用自動車購入費等の助成などを行い、障害者の自 立

と社会参加を支援している。 

なお、障害者の生活や更生援護に関する相談に応じる身体障害者相談員、知的障害者相 

談員については、法改正による市町村への権限移譲に伴い、平成 24 年度から市町村事務 

となっている。 

 
（３） 障害者の自立支援 

障害者自立支援法に基づき、各障害福祉圏域に、保健・医療・雇用・障害者福祉の関係

団体・行政機関等で構成する障害者自立支援協議会の設立が求められることとなった。 

当事務所の管内では平成 19 年 11 月、東部 4市村からなる「東部圏域障害者自立支援協 

議会」が設立され、翌 20 年 11 月には北麓 6 市町村からなる「富士北麓圏域障害者自立支 

援協議会」が設立された。 

当事務所としては、両協議会の運営会議・就労支援部会・相談部会等に参画した。 

 
（４）発達障害（児）者支援の取組 

『発達障害者支援法』により、都道府県の責務として「市町村への技術的支援や「早期の

発達支援のために必要な体制整備」等が求められることとなった。 

令和 6 年度においては 3月に「富士・東部圏域発達障害者支援検討会議」を開催し、管

内で発達障害（児）者支援に携わる市町村職員・福祉施設職員等の参加のもと講義や意見

交換を行い、連携の強化を図った。 
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（５） 障害者手帳交付数 

   ア 身体障害者手帳（R7.3.31 現在）                        単位：人  イ 療育手帳（R7.3.31 現在）単位：人     

    
 

障害区分
視覚 聴覚 平衡 音言 肢体 心臓 腎臓 呼吸器

ぼうこう
直腸

小腸 肝臓 計
障害区分 重度

A
中軽度

B
計

富士吉田市 134 119 1 22 848 275 189 46 97 0 4 1,735 富士吉田市 200 238 438

都留市 87 99 2 15 436 205 110 25 44 0 4 1,027 都留市 96 163 259

大月市 71 137 1 9 446 231 89 14 63 1 3 1,065 大月市 106 140 246

上野原市 55 179 2 8 390 134 83 10 42 1 1 905 上野原市 88 115 203

道志村 9 3 0 1 30 8 8 1 0 0 0 60 道志村 5 8 13

西桂町 14 10 0 1 62 35 20 4 7 0 0 153 西桂町 18 28 46

忍野村 28 17 1 2 116 37 27 5 10 0 1 244 忍野村 20 41 61

山中湖村 12 14 0 2 107 39 28 5 11 0 1 219 山中湖村 21 15 36

鳴沢村 6 10 0 1 53 22 8 2 4 0 1 107 鳴沢村 9 12 21

富士河口湖町 68 84 2 18 399 150 89 20 55 0 5 890 富士河口湖町 116 126 242

小菅村 3 2 0 1 15 6 3 0 1 0 0 31 小菅村 4 3 7

丹波山村 1 2 0 2 12 6 4 1 5 0 0 33 丹波山村 3 4 7

計 488 676 9 82 2,914 1,148 658 133 339 2 20 6,469 計 686 893 1,579
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（６）令和６年度 障害者福祉事業 

 

施設名

所在地

身体
障害

発達障
害・妊
産婦等

件数 助成額

特別
障害
者手
当等

障害
児福
祉手
当

福祉
手当

人 人 件 千円 人 人 人 件 件

富士吉田市 3 10 182 3,490 1 0

都留市 0 1 81 1,608 0 0

大月市 3 86 1,729 0 1

上野原市 57 1,101 0 0

市計 3 14 406 7,928 1 1

道志村 0 0 2 48 1 0 0 0 1

西桂町 0 2 19 350 2 6 0 0 2

忍野村 0 2 21 472 2 5 0 0 0

山中湖村 0 3 16 308 5 5 0 0 0

鳴沢村 0 0 13 258 2 2 0 0 0

富士河口湖町 2 9 102 2,026 13 29 0 0 0

南都留郡計 2 16 173 3,462 25 47 0 0 3

小菅村 0 0 2 48 1 1 0 0 0

丹波山村 0 0 4 71 0 0 0 0 0

北都留郡計 0 0 6 119 1 1 0 0 0

郡計 2 16 179 3,581 26 48 0 0 3

合計 5 30 585 11,509 26 48 0 1 4

やまなし思いやり
パーキング事業

自動車燃料費
助成事業

特別障害者手当等

在宅重度
心身障害
者居室整
備事業

重度身体
障害者介
助用自動
車購入等
助成事業
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２ 児童・母子福祉の概況 
 
 

(1) 児童福祉施設の設置状況 

管内の認可保育施設（保育所及び認定こども園）については、50ヵ所（公立 26、民間 24）とな

っており、その内訳は、保育所 28ヵ所、認定こども園 22ヵ所（保育所型 6、幼稚園型 5、地方裁

量型 1、幼保連携型 10）となっている。 

なお、国及び県では、多様化する保育ニーズに対応するため、延長保育、乳児保育や地域子育て

支援センターなどの特別保育事業に対し補助を行っている。 

また、認可外保育施設は、管内に事業所内保育・その他の施設が2ヵ所ある(別表１)。 
 

 
(2)放課後児童健全育成事業の状況  

国及び県では、就労等による留守家庭の小学校児童の育成・指導に資するための、遊びを主とする

健全育成活動や生活の場を与える地域組織である放課後児童クラブ の運営に対し補助を行い、児童の

健全育成の向上を図っている。 
 

 
(3) 児童虐待防止対策事業の推進  

近年増加する児童虐待に適切に対応するため、各市町村に設置されている、「要保護児童対策地域

協議会」と協力しながら、児童虐待の相談や情報提供などを積極的に行っている。 

 
 

 
管内市町村要保護児童対策地域協議会（市町村ネットワーク）設置状況 

 

市  町  村  名 設 置 日 

富 士 吉 田 市 平 成 17 年   5    月 11 日 

都 留 市 平 成 18 年 10 月    3 日 

大 月 市 平 成 17 年 12 月 15 日 

上 野 原 市 平 成 17 年 11 月 17 日 

道 志 村 平 成 17 年 11 月    7 日 

西 桂 町 平 成 17 年 12 月 18 日 

忍 野 村 平 成 17 年 11 月 17 日 

山 中 湖 村 平 成 17 年    1 月 28 日 

鳴 沢 村 平 成 17 年 12 月  5 日 

富 士 河 口 湖 町 平 成 17 年    7 月    7 日 

小 菅 村 平 成 19 年 12 月 10 日 

丹 波 山 村 平 成 20 年 12 月    4 日 
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市町村名
受給者証

交付世帯数
（単位：世帯）

対象人員
（単位：人）

助成延件数
（単位：人）

補助金交付額
（単位：円）

富士吉田市 283 702 10,873 14,814,257

都留市 158 401 5,807 7,377,453

大月市 96 245 3,381 4,537,964

上野原市 70 175 2,232 2,235,272

道志村 9 22 212 290,458

西桂町 22 58 863 1,021,734

忍野村 27 71 1,014 1,173,518

山中湖村 12 33 420 634,507

鳴沢村 12 33 380 460,156

富士河口湖町 117 294 4,899 6,727,073

小菅村 3 5 28 34,246

丹波山村 2 5 48 60,657

合計 811 2,044 30,157 39,367,295

(4) 母子家庭等への支援の状況 

管内の母子家庭等の状況は、令和６年８月１日現在、母子家庭が 1,329世帯、父子家庭が 111世帯

となっている。これら世帯の福祉向上を目指して、県母子父子自立支援員（2名）が相談活動を実施し

ている（別表2）。 

 また、母子家庭等に対し生活の安定及び福祉の向上を図るための助成事業を実施しているが、令和

６年度の状況は次のとおりである。 
 

 

母子・父子・寡婦世帯への福祉資金の貸付額  19件 13,550千円 （別表 3） 

ひとり親家庭医療費助成金交付額 30,157件 39,367千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 民生委員・児童委員の状況 

令  和  4  年 12 月 1 日に一斉改選が行われ、4 市 2 町 6 村で民生委員・児童委員 553人が厚生労大臣 

及び知事から委嘱され、うち 53 名が厚生労働大臣から主任児童委員の指名を受けた。 

令和 6年度の相談・支援件数は 3,979件、活動延べ日数 34,884日であった。相談・支援件数を内

容別にみると「日常的な支援」が 30％と多く、分野別にみると「高齢者に関すること」が 65％と最

も多い。 

また、その他の活動の中では、「地域福祉活動・自主活動」が 41％と最も多い。（別表4）。 
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認可外保育施設一覧 
                                              令和７年３月３１日現在  別表１ 

 施  設  名 所  在  地 設置主体 代 表 者 事業開始年月日 

ファナック保育園 南都留郡忍野村忍草３５１５－１ 株式会社 佐々木 尚史 平成 31年 4月 1日 

小澤 早希 上野原市上野原 414－2 個人 小澤 早希 令和 7年 3月 6日 

  事業所内施設 １ 民間施設 １     

 ※事務権限移譲済市町村（富士吉田市、都留市、大月市、西桂町、山中湖村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村）内の施設を除く。
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令和６年度 母子父子自立支援員の相談指導状況                                      別表２ 
 

 
※県母子父子自立支援員２名の実績 
 

前年度から  今年度の  合    計 解決件数 翌年度への 相談回数

の繰越件数  新規相談件数 繰越件数

Ａ Ｂ Ｃ (Ａ＋Ｂ) Ｄ Ｅ(Ｃ－Ｄ)

　　 住　　　 宅 0 8 8 8 0 10

      医 療 ・ 健 康 病気 0 5 5 5 0 5

障害 0 1 1 1 0 3

その他 0 1 1 1 0 1

      家 庭 紛 争 配偶者等の暴力 0 0 0 0 0 0

そ の 他 0 6 6 6 0 6

　　　就　　　 労 求職・転職 0 2 2 2 0 5

資格取得・職業訓練 0 3 3 3 0 8

職場の悩み 0 2 2 2 0 2

その他 0 2 2 2 0 5

　　　結　　　 婚 0 0 0 0 0 0

　　　養　育　費 0 0 0 0 0 0

　　　借　　　 金 0 2 2 2 0 3

　　　そ  の   他 0 0 0 0 0 1

　　　　小　 計 0 32 32 32 0 49

　　　養　　　 育 保育所入所 0 0 0 0 0 0

虐待 0 0 0 0 0 0

その他 0 1 1 1 0 1

　　　教　　　 育 0 3 3 3 0 3

　　　非　　　 行 0 0 0 0 0 0

　　　就　　　 職 0 0 0 0 0 0

　　　そ　の　 他 0 0 0 0 0 0

　　　　小　 計 0 4 4 4 0 4

 母 子 福 祉 資 金貸付金 貸付 3 37 40 40 0 155

償還 39 45 84 40 44 473

 寡 婦 福 祉 資 金貸付金 貸付 0 0 0 0 0 0

償還 3 1 4 2 2 10

 父 子 福 祉 資 金 貸 付 貸付 0 7 7 7 0 35

償還 0 6 6 5 1 18

   公 的 年 金 0 1 1 1 0 1

　 児 童 扶 養 手 当 0 0 0 0 0 0

　 生 活 保 護 0 2 2 2 0 2

　      税 0 0 0 0 0 1

   そ 　の　 他 0 0 0 0 0 0

　　　　小　 計 45 99 144 97 47 695

　 売 店 設 置（法第２５条）  0 0 0 0 0 0

　 た ば こ 販 売（法第２６条） 0 0 0 0 0 0

　 母子世帯向公営住宅（法第２７条） 0 0 0 0 0 0

　 父子世帯向公営住宅（法第３１条の８） 0 0 0 0 0 0

　 母子・父子福祉施設の利用 0 0 0 0 0 0

　 母子生活支援施設（児童福祉法第３８条） 0 0 0 0 0 0

　　　　小　 計 0 0 0 0 0 0

　 合　　　　　計 45 135 180 133 47 748

60 66

延　件　数区  　　 分

訪問調査指導

　 区　　　　　　　　　　分

生
活
一
般

児
　
童

経
済
的
支
援
・
生
活
援
護

そ
の
他

実　件　数
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別表３ 
 

令和６年度福祉資金貸付状況 
 

 

 

 
 

件数 金額 件数 金額 件数 金額

（件） （円） （件） （円） （件） （円）

富士吉田市 4 3,410,000 1 1,068,000

都留市 2 930,000

大月市

上野原市 2 2,112,000

道志村

西桂町 1 840,000

忍野村 2 1,000,000

山中湖村 2 990,000

鳴沢村 1 138,000 3 2,702,000

富士河口湖町 1 360,000

小菅村

丹波山村

合計 15 9,780,000 4 3,770,000 0 0

　　　　　　区分

市町村

母　子 父　子 寡　婦
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令和６年度　民生委員／児童委員の活動状況 別表４

在
宅
福
祉

介
護
保
険

健
康
・
保
健
医

療 子
育
て
・
母
子

保
健

子
ど
も
の
地
域

生
活

子
ど
も
の
教

育
・
学
校
生
活

生
活
費

年
金
・
保
険

仕
事

家
族
関
係

住
居

生
活
環
境

日
常
的
な
支
援

そ
の
他

計

高
齢
者
に
関
す

る
こ
と

障
害
者
に
関
す

る
こ
と

子
ど
も
に
関
す

る
こ
と

そ
の
他

計

調
査
・
実
態
把

握 行
事
・
事
業
・

会
議
へ
の
参
加

協
力

地
域
福
祉
活

動
・
自
主
活
動

民
児
協
運
営
・

研
修

証
明
事
務

要
保
護
児
童
の

発
見
の
通
告
・

仲
介

訪
問
・
連
絡
事

項 そ
の
他

委
員
相
互

そ
の
他
の
関
係

機
関

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１） （１２） （１３） （１４） （１５） （１６） （１７） （１８） （１９） （２０） （１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１）

1 富士吉田市 55 15 12 3 1 7 8 0 2 19 17 9 121 44
313

215 40 11 47
313

937 731 1270 1117 20 0 1811 513 462 250 4401

2 都留市 93 3 10 9 16 12 7 3 3 11 8 32 38 50
295

175 5 40 75
295

539 1150 2622 1529 21 3 2198 2255 1822 688 7210

3 大月市 62 47 81 1 1 3 3 4 11 40 22 46 483 405
1,209

834 45 24 306
1,209

1727 1153 5413 2566 87 18 5305 4004 4142 1457 10715

4 上野原市 86 28 9 4 25 30 6 4 1 21 28 47 460 939
1,688

1048 162 90 388
1,688

695 1361 1155 543 59 17 7222 1701 474 425 6142

5 道志村 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 46
59

30 3 0 26
59

146 379 109 199 11 28 846 277 99 69 808

6 西桂町 0 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 1 30 3
47

32 0 12 3
47

3 219 67 76 5 0 440 21 30 0 547

7 忍野村 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11
13

0 0 1 12
13

2 74 30 183 9 0 2 1 0 0 327

8 山中湖村 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
9

7 2 0 0
9

173 141 121 153 44 0 196 84 28 13 335

9 鳴沢村 12 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0
23

17 1 5 0
23

20 91 0 7 0 0 7 0 0 0 146

10 富士河口湖町 11 18 53 4 0 0 0 2 0 2 0 1 48 109
248

159 19 0 70
248

101 955 1251 450 53 8 1149 440 571 262 3603

11 小菅村 19 0 32 7 4 2 0 0 1 0 0 6 4 0
75

58 3 10 4
75

1 40 130 11 1 0 246 1 0 0 505

12 丹波山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0
0

0 23 20 6 0 0 187 40 2 0 145

349 114 198 39 50 57 25 13 20 94 75 146 1,192 1,607 3,979 2,575 280 193 931 3,979 4,344 6,317 12,188 6,840 310 74 19,609 9,337 7,630 3,164 34,884

訪 問 回 数 連絡調整回数 活
　
動
　
日
　
数

合計

N
O

市
町
村
名

内容別相談・支援件数 分野別相談・支援件数 その他の活動件数


